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水
道
料
金
な
ど
の
支
払
い
は
、
口

座
振
替
が
便
利
で
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
手
続
き
は
、
市
内
の
金

融
機
関
、
郵
便
局
、
水
道
局
、
市
役

所
内
水
道
局
窓
口
ま
た
は
検
針
員
へ
。

検
針
で
渡
し
て
い
る
「
水
道
使
用
量

等
の
お
知
ら
せ
」か
納
入
通
知
書
、

預
金
通
帳
、
届
け
出
印
を
用
意
し
て

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替

予
定
日
は
、
検
針
日
の
翌
月
十
日
で

す
。
預
貯
金
残
高
が
不
足
し
な
い
よ

う
、
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
水
道
業
務
課
�

８
９
０
―
３
０
５
１
へ
。

□
危
険
物
取
扱
者
試
験
　

日
時
＝
11
月
20
日
�
午
前
９
時
　
会

場
＝
前
工
高
（
石
関
町
）
な
ど
県
内

四
カ
所
　
内
容
＝
�
甲
種
�
乙
種
�

丙
種
　
手
数
料
＝
�
は
五
千
円
�
は

三
千
四
百
円
�
は
二
千
七
百
円
　
申

し
込
み
＝
10
月
３
日
�
〜
13
日
�（
土

日
曜
・
祝
日
を
除
く
）
に
消
防
本
部

予
防
課
、
東
消
防
署
（
�
２
８
３
―

３
３
９
９
）、
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ

ー
県
支
部
（
大
渡
町
一
丁
目
�
２
８

０
―
６
１
２
３
）
へ
直
接
　
そ
の
他

＝
試
験
案
内
な
ど
は
消
防
本
部
予
防

課
、
各
消
防
署
・
分
署
な
ど
で
配
布

□
乙
種
第
四
類
試
験
の
準
備
講
習
会

日
時
＝
11
月
7
日
�
午
前
９
時
〜
午

後
４
時
　
会
場
＝
県
勤
労
福
祉
セ
ン

タ
ー
（
野
中
町
）

参
加
費
＝
八
千

二
百
円
　
申
し
込
み
＝
10
月
３
日
�

〜
13
日
�（
土
日
曜
・
祝
日
を
除
く
）

に
前
橋
地
区
危
険
物
安
全
協
会
（
消

防
本
部
予
防
課
内
）、
東
消
防
署
へ
　

○
…
問
い
合
わ
せ
は
消
防
本
部
予
防

課
�
２
２
０
―
４
５
０
９
へ
。

テ
レ
ビ
で
お
馴
染
み
の
辛し
ん

淑
玉
す

ご

さ

ん
を
迎
え
、
人
権
・
同
和
問
題
を
考

え
る
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
10
月
３
日
�
午
後
２
時
〜
３

時
50
分
　
会
場
＝
前
橋
テ
ル
サ
　
対

象
＝
一
般
、先
着
五
百
人
　
テ
ー
マ・

講
師
＝
「
世
の
中
こ
こ
が
ち
ょ
っ
と

ヘ
ン
〜
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
に
」
人
材
育
成
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
・
辛
淑
玉
さ
ん
　
申
し
込
み
＝
９

月
26
日
�
ま
で
に
社
会
福
祉
課
�
８

９
０
―
６
１
４
２
へ

介
護
食
の
調
理
実
習
を
通
じ
て
介

護
者
同
士
の
交
流
を
深
め
ま
せ
ん
か
。

日
時
＝
�
10
月
６
日
�
�
10
月
12
日

�
�
10
月
28
日
�
�
10
月
31
日
�
、

午
前
10
時
〜
午
後
1
時
30
分
　
会
場

＝
�
は
総
合
福
祉
会
館
（
日
吉
町
二

丁
目
）
�
は
粕
川
保
健
セ
ン
タ
ー
�

は
南
橘
公
民
館
�
は
下
川
淵
公
民
館

対
象
＝
介
護
を
し
て
い
る
人
、
先
着

各
二
十
人
　
内
容
＝
調
理
実
習
と
交

流
会
　
参
加
費
＝
無
料
（
材
料
費
は

実
費
負
担
）

申
し
込
み
＝
各
開
催

日
の
一
週
間
前
ま
で
に
介
護
高
齢
福

祉
課
�
８
９
０
―
６
１
３
３
へ

低
所
得
で
生
計
が
困
難
な
人
が
、

県
に
届
け
出
た
社
会
福
祉
法
人
の
提

供
す
る
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
た
と
き
、
そ
の
利
用
者
負
担
が
十

月
か
ら
軽
減
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

は
、
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
短
期

入
所
生
活
介
護
、
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
で
、
利
用
者
負
担
の
四
分
の
一

（
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は
二
分
の

一
）
を
軽
減
。
事
前
に
申
請
し
、
確

認
証
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
低
所

得
の
た
め
特
に
生
計
が
困
難
で
あ
る

と
市
が
認
め
た
人
　
申
し
込
み
＝
市

役
所
介
護
高
齢
福
祉
課
（
�
８
９
０

―
６
１
５
７
）
へ
直
接

■
特
設
登
記
法
律
相
談

10
月
１
日

�
午
前
10
時
〜
午
後
４
時
、群
馬
司

法
書
士
会
館
別
館
（
本
町
一
丁
目
）。

司
法
書
士
が
土
地
建
物
登
記
・
相
続
、

成
年
後
見
、
多
重
債
務
、
裁
判
所
提

出
書
類
作
成
な
ど
に
つ
い
て
相
談
。

問
い
合
わ
せ
は
群
馬
司
法
書
士
会
�

２
２
４
―
７
７
６
３

■
一
日
合
同
行
政
相
談
所

10
月
20

日
�
午
後
１
時
〜
４
時
、
前
橋
テ
ル

サ
。
国
・
県
・
市
な
ど
行
政
機
関
に

対
す
る
苦
情
・
意
見
や
相
続
・
金
銭

問
題
な
ど
法
律
全
般
に
関
す
る
相
談
。

問
い
合
わ
せ
は
総
務
省
群
馬
行
政
評

価
事
務
所
�
０
５
７
０
―
０
９
０
１

１
０

口
座
振
替
で
納
税
し
て
い
て
、
次

に
該
当
す
る
人
は
早
め
に
手
続
き
を

し
ま
し
ょ
う
。

□
振
替
口
座
を
変
更
す
る
と
き

口
座
番
号
・
口
座
名
義
人
・
金
融

機
関
な
ど
を
年
度
の
途
中
で
替
え
た

い
と
き
は
、
変
更
し
た
い
口
座
の
あ

る
金
融
機
関
か
郵
便
局
へ
「
振
替
依

頼
書
」
で
新
た
に
申
し
込
み
を
し
て

く
だ
さ
い
。
振
り
替
え
は
申
し
込
み

月
の
翌
月
末
以
降
の
納
期
分
か
ら
始

ま
り
ま
す
。

□
年
度
途
中
で
納
税
義
務
者
が
変
更

に
な
っ
た
と
き

国
民
健
康
保
険
税
は
、
世
帯
主
が

納
税
義
務
者
で
す
。
年
度
途
中
で
世

帯
主
が
変
更
に
な
る
と
、
納
税
義
務

者
も
変
更
に
。
口
座
振
替
を
続
け
る

と
き
は
、
新
し
い
世
帯
主
の
名
前（
納

税
義
務
者
）
で
「
振
替
依
頼
書
」
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
収
納
課
�
８
９

０
―
６
２
２
６
へ
。

◆
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第
三

期
、
国
民
健
康
保
険
税
第
三
期
＝
９

月
30
日
�
ま
で

水
道
料
金
の
支
払
い

便
利
な
口
座
振
替
で

危
険
物
取
扱
者
の

試
験
と
準
備
講
習

講
演
会
で
考
え
る

人
権
と
同
和
の
問
題

介
護
者
の
つ
ど
い
で

調
理
実
習
も

振
替
口
座
の
変
更
は

早
め
に
手
続
き

社
会
福
祉
法
人
の

利
用
者
負
担
を
軽
減

９
月
の
納
税

辛淑玉さん


